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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｐを０．０５質量％以下含有し、かつ引張強度が７５０～２５００ＭＰａである複数の
鋼板を重ねて形成したスポット溶接継手において、
　前記複数の鋼板を重ねた面に生成したナゲットの、前記鋼板の板面に平行な方向の端部
から前記板面に平行な方向に１００μｍ内側の点を中心とした、前記板面に垂直な１００
μｍ×１００μｍの矩形平面領域にて、Ｐ濃度を質量％で、前記板面に平行な方向及び前
記板面に垂直な方向それぞれに沿って１μｍピッチで測定し、これにより１００点×１０
０点の測定点それぞれにおける前記Ｐ濃度の測定値を求め、
　前記１００点×１００点の測定点のうち、前記板面に平行な方向に一列に並んだ隣り合
う２０点の各前記測定点における前記Ｐ濃度の測定値の平均値を、前記板面に平行な方向
及び前記板面に垂直な方向それぞれに沿って１点ずつずらしながら算出することを繰り返
し、これにより８１個×１００個の前記平均値を求めた場合に、
　前記平均値のうち、前記１００点×１００点の測定点それぞれにおける前記Ｐ濃度の測
定値全ての平均値の２倍を超える前記平均値の個数が０個以上１００個以下であることを
特徴とするスポット溶接継手。
【請求項２】
　前記ナゲットは、溶融凝固したままの組織を有するナゲット中心部と、前記ナゲット中
心部の周囲に形成され、凝固後に再加熱された凝固再加熱部とを有することを特徴とする
請求項１に記載のスポット溶接継手。



(2) JP 5641158 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

【請求項３】
　重ねられた前記鋼板の平均板厚を単位ｍｍでｈとした場合に、前記ナゲットの径が単位
ｍｍで３×ｈ１／２以上７×ｈ１／２以下であることを特徴とする請求項１または２に記
載のスポット溶接継手。
【請求項４】
　重ね合わせた前記複数の鋼板に、加圧力を加えながら電流値Ｉｗで通電する本通電工程
と、
　前記電流値Ｉｗより小さい電流値Ｉｓで通電を行ってナゲットの端部のみを凝固させる
凝固工程と、
　前記電流値Ｉｗより小さくかつ前記電流値Ｉｓより大きい電流値ＩＰで通電を行って、
ナゲットの端部が再溶融しないよう、加熱あるいは高温保持する後通電工程と、
を順に備えるスポット溶接方法によって得られることを特徴とする請求項１～３の何れか
一項に記載のスポット溶接継手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車分野等で使用する引張強度７５０～２５００ＭＰａの鋼板を重ね合せ
て形成した、スポット溶接継手に関するものである。
　本願は、２０１２年４月２５日に、日本に出願された特願２０１２－１００３２４号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車分野では、低燃費化若しくはＣＯ２排出量の削減のための車体の軽量化、
又は衝突安全性の向上のための車体の高剛性化が求められている。その要求を満たすため
には、車体又は部品等に高強度鋼板を使用することが有効である。しかしながら、車体の
組立、又は部品の取付等には、主としてスポット溶接が使われており、引張強度が高い鋼
板（高強度鋼板）のスポット溶接においては、常に、継手部の強度が問題となる。
【０００３】
　鋼板を重ね合せ、スポット溶接をして形成した継手（以下「スポット溶接継手」という
場合がある）においては、引張強度と疲労強度とが重要な特性である。特に、剪断方向に
引張荷重を負荷して測定することにより得られる引張せん断強さ（ＴＳＳ）と、剥離方向
に引張荷重を負荷して測定する十字引張試験により得られる十字引張強さ（ＣＴＳ）とが
、スポット溶接継手において重要である。なお、ＴＳＳ及びＣＴＳの測定方法は、ＪＩＳ
　Ｚ　３１３６及びＪＩＳ　Ｚ　３１３７にそれぞれ規定されている。
【０００４】
　引張強度が２７０ＭＰａ以上７５０ＭＰａ未満の鋼板においては、スポット溶接継手の
ＣＴＳが鋼板の引張強度の増加に伴って増加するので、スポット溶接継手強度に関する問
題は生じ難い。しかし、引張強度が７５０ＭＰａを超える鋼板においては、鋼板の引張強
度が増加してもＣＴＳは増加しないか、逆に、ＣＴＳの値は減少するので、スポット溶接
継手強度が不足する場合がある。
【０００５】
　一般に、高強度鋼板の場合、鋼板の変形能の低下によりナゲットへの応力集中度が高ま
り、加えて、焼きが入りナゲットの靱性が低下するので、ＣＴＳが低下し易い。このため
、７５０ＭＰａ以上の高強度鋼板のスポット溶接継手には、ＣＴＳの向上が求められてい
る。
【０００６】
　高強度鋼板のスポット溶接継手において強度と靭性とを確保する方法として、本通電の
後に後加熱通電を行う２段通電方法がある。例えば、特許文献１には、本通電の終了後一
定時間が経過してからテンパー通電を行い、スポット溶接継手のナゲット部及び熱影響部
を焼鈍して、スポット溶接継手の硬さを低下させる方法が記載されている。また、特許文
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献２には、本通電によりナゲットを形成した後に本通電電流値以上の電流値で後加熱通電
する方法が記載されている。このような方法に基づいて作成されたスポット溶接継手は、
本通電の後に通電を行わない１段通電によるスポット溶接継手よりも良好な特性を示す。
【０００７】
　しかし、これらの方法には、後加熱通電時間を長くすると生産性が低下する、ナゲット
の軟化によりナゲット内部にて剥離破断が起こり易い、及び、安定して高い継手強度が得
られないという問題がある。
【０００８】
　また、高強度鋼板のスポット溶接継手において強度と靭性とを確保する方法として、溶
接後に別の加熱手段によって溶接部を加熱する方法がある。例えば、特許文献３には、溶
接後に溶接部を高周波によって加熱して焼戻し処理を施す方法が記載されている。
【０００９】
　しかし、この方法には、溶接後に別工程が必要となり作業手順が煩雑になる、高周波を
利用するための特殊な装置が必要となる、及び、焼戻し処理による溶接部の軟化によって
ナゲット内で剥離破断が起こり易い、という問題がある。
【００１０】
　特許文献４には、引張強度が４４０ＭＰａ以上の鋼板をスポット溶接する場合に、鋼板
の成分組成を、Ｃ×Ｐ≦０．００２５、Ｐ：０．０１５％以下、及びＳ：０．０１％以下
に規定し、溶接後、溶接部に３００℃で２０分程度の熱処理を施して、スポット溶接継手
の剥離方向強度を高める方法が記載されている。しかし、この方法には、適用可能な鋼板
が限定される、及び、溶接に長時間を要するので生産性が低い、という問題がある。
【００１１】
　特許文献５には、ナゲット外層域のミクロ組織と、ミクロ組織中の炭化物の平均粒径及
び個数密度とを規定した高強度鋼板（引張強度：７５０～１８５０ＭＰａ、炭素当量Ｃｅ
ｑ：０．２２～０．５５質量％）を用いたスポット溶接継手が記載されている。しかし、
継手強度には継手中の不純物（脆化元素）の偏析状態が大きく影響するので、ミクロ組織
に係る規定だけでは、信頼性の高い継手強度を得ることはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】日本国特開２００２－１０３０４８号公報
【特許文献２】日本国特開２０１０－１１５７０６号公報
【特許文献３】日本国特開２００９－１２５８０１号公報
【特許文献４】日本国特開２０１０－０５９４５１号公報
【特許文献５】国際公開２０１１／０２５０１５号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　そこで、本発明では、靱性の不足が生じ易く、十分なＣＴＳを確保することが難しい引
張強度７５０～２５００ＭＰａの鋼板のスポット溶接において、充分に高い継手強度、特
にＣＴＳを安定的に確保すること、及びＣＴＳが安定的に確保された信頼性の高いスポッ
ト溶接継手を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、特許文献５に記載のスポット溶接継手において、ミクロ組織に係る規定
だけでは、十分に高いＣＴＳを有する信頼性の高いスポット溶接継手が得られない冶金的
理由について鋭意調査した。その結果、スポット溶接により生成するナゲット内における
、Ｐ又はＳのような脆化元素の連続的な偏析がスポット溶接継手の機械特性に悪影響を及
ぼすこと、及び、ミクロ組織に係る規定だけでは、スポット溶接継手の機械特性に悪影響
を及ぼす脆化元素の偏析を緩和できないことが判明した。
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【００１５】
　スポット溶接において、脆化元素の凝固時の偏析は避けられないので、本発明者らは、
溶接時の冷却過程における熱処理によって脆化元素の偏析を解消することを鋭意検討した
。その結果、スポット溶接の通電の後に、一旦ナゲットの端部を凝固させ、その後ナゲッ
トに所要の条件で電流を流してナゲットを加熱すれば、ナゲット端部における脆化元素の
偏析を緩和することができ、これによりスポット溶接継手のＣＴＳが向上することを見い
だした。
【００１６】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたもので、その要旨は次の通りである。
【００１７】
　（１）本発明の一態様に係るスポット溶接継手は、Ｐを０．０５質量％以下含有し、か
つ引張強度が７５０～２５００ＭＰａである複数の鋼板を重ねて形成したスポット溶接継
手であって、前記複数の鋼板を重ねた面に生成したナゲットの、前記鋼板の板面に平行な
方向の端部から前記板面に平行な方向に１００μｍ内側の点を中心とした、前記板面に垂
直な１００μｍ×１００μｍの矩形平面領域にて、Ｐ濃度を質量％で、前記板面に平行な
方向及び前記板面に垂直な方向それぞれに沿って１μｍピッチで測定し、これにより１０
０点×１００点の測定点それぞれにおける前記Ｐ濃度の測定値を求め、前記１００点×１
００点の測定点のうち、前記板面に平行な方向に一列に並んだ隣り合う２０点の各前記測
定点における前記Ｐ濃度の測定値の平均値を、前記板面に平行な方向及び前記板面に垂直
な方向それぞれに沿って１点ずつずらしながら算出することを繰り返し、これにより８１
個×１００個の前記平均値を求めた場合に、前記平均値のうち、前記１００点×１００点
の測定点それぞれにおける前記Ｐ濃度の測定値全ての平均値の２倍を超える前記平均値の
個数が０個以上１００個以下である。
【００１８】
　（２）前記（１）に記載のスポット溶接継手は、前記ナゲットが、溶融凝固したままの
組織を有するナゲット中心部と、前記ナゲット中心部の周囲に形成され、凝固後に再加熱
された凝固再加熱部とを有していてもよい。
【００１９】
　（３）前記（１）又は（２）に記載のスポット溶接継手は、重ねられた前記鋼板の平均
板厚を単位ｍｍでｈとした場合に、前記ナゲットの径が単位ｍｍで３×ｈ１／２以上７×
ｈ１／２以下であってもよい。
　（４）前記（１）～（３）の何れか一項に記載のスポット溶接継手は、重ね合わせた前
記複数の鋼板に、加圧力を加えながら電流値Ｉｗで通電する本通電工程と、前記電流値Ｉ

ｗより小さい電流値Ｉｓで通電を行ってナゲットの端部のみを凝固させる凝固工程と、前
記電流値Ｉｗより小さくかつ前記電流値Ｉｓより大きい電流値ＩＰで通電を行って、ナゲ
ットの端部が再溶融しないよう、加熱あるいは高温保持する後通電工程と、を順に備える
スポット溶接方法によって得られたものであってもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、ＣＴＳが高いので信頼性が高いスポット溶接継手を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】本発明に係るＣＴＳが高いスポット溶接継手の重ね合せ面に垂直なナゲット断
面のメタルフローをピクリン酸水溶液を用いて現出させた、ナゲット断面の金属組織を示
す図である。
【図１Ｂ】通常の製造方法によって形成された１段溶接継手の重ね合せ面に垂直なナゲッ
ト断面のメタルフローをピクリン酸水溶液を用いて現出させた、ナゲット断面の金属組織
を示す図である。
【図２Ａ】図１Ａに示すナゲット断面の金属組織を模式的に示す図である。
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【図２Ｂ】図１Ｂに示すナゲット断面の金属組織を模式的に示す図である。
【図３】スポット溶接における通電パターンの一例を示す図である。
【図４Ａ】図２Ａに示す領域ｙのＰ濃度（質量％）を、ＦＥ－ＥＰＭＡで、２５０μｍ×
２５０μｍの視野で解析した結果を、鋼板の板面に平行な方向（重ね界面方向）に６枚並
べたものを示す図である。
【図４Ｂ】図２Ｂに示す領域ｙのＰ濃度（質量％）を、ＦＥ－ＥＰＭＡで、２５０μｍ×
２５０μｍの視野で解析した結果を、鋼板の板面に平行な方向（重ね界面方向）に６枚並
べたものを示す図である。
【図５】Ｐ濃度の平均値を求める方法を示す図である。
【図６】Ｐ濃度の平均値を求める方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本実施形態に係る、鋼板を重ねて形成したスポット溶接継手は、前記鋼板内に生成した
ナゲットの端部から前記鋼板の板面に平行な方向に１００μｍ内側の点を中心とした、前
記板面に垂直な１００μｍ×１００μｍの矩形平面領域にて、Ｐ濃度を質量％で、前記板
面に平行な方向及び板厚方向それぞれに沿って１μｍピッチで測定し、これにより１００
点×１００点の測定点それぞれにおける前記Ｐ濃度の測定値を求め、前記１００点×１０
０点の測定点のうち、重ねた前記板面に平行な方向に一列に並んだ隣り合う２０点の前記
測定点における前記測定値の平均値を、前記板面に平行な方向及び前記板厚方向それぞれ
に沿って１点ずつずらしながら算出することを繰り返し、これにより８１×１００個の、
前記隣り合う２０点の前記測定点における前記測定値の平均値を求めた場合に、前記平均
値のうち、前記ナゲット内の平均Ｐ濃度の２倍を超える前記平均値の個数が０個以上１０
０個以下であることを特徴とする。本実施形態に係るスポット溶接継手は、充分に高い継
手強度、特に充分に高いＣＴＳを有する。
【００２３】
　以下、図面に基づいて、本実施形態について説明する。
【００２４】
　本発明者らは、通電条件を種々に変更して鋼板のスポット溶接を行って、種々のスポッ
ト溶接継手を作成した。そして、スポット溶接継手のナゲットを鋼板の重ね合せ面に垂直
に切断し、ピクリン酸水溶液を用いてこのナゲット断面を腐食させることにより、ナゲッ
ト断面の金属組織を観察した。その結果、図３に示す通電パターンに従ってスポット溶接
を行うと、図１Ａに示されるような、ナゲット中心部の金属組織とナゲット端部の金属組
織とが異なるスポット溶接継手が得られる場合が多いことがわかった。このようなスポッ
ト溶接継手は、上述したＰ濃度分布を有することが多かった。さらに、上述したＰ濃度分
布を有するスポット溶接継手は、高いＣＴＳを有した。
【００２５】
　図３に示す通電パターンは、具体的には以下の通りである。まず、鋼板に加圧力を加え
ながら電流値Ｉｗ及び通電時間ｔＷで本通電（一次通電）を行った。次に、電流値Ｉｗよ
り小さい電流値Ｉｓ及び通電時間ｔｓでの通電を行って、ナゲットの端部を凝固させた。
続けて、電流値Ｉｐ及び通電時間ｔｐでの後通電（二次通電）を行った。この後通電にて
、凝固したナゲット端部が加熱されるか、あるいは高温で保持される。鋼板への加圧力は
、後通電の終了から一定の時間が経過した時点で解放した。
【００２６】
　通常の１段通電は、溶接通電により鋼板を溶融させナゲットを形成する工程を含むが、
溶接通電後にナゲットを凝固させる工程、および後通電によりナゲットを加熱する工程を
含まないので、ナゲットの金属組織は全て凝固ままの組織となる。これに対し、電流値Ｉ

ｗより小さい電流値Ｉｓでの通電を行って、一旦ナゲット端部を凝固させて、その後に適
切な後通電を行えば、ナゲット端部の金属組織が後通電の熱によって改質され、靭性が向
上すると考えられる。
【００２７】
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　図１Ａ及び図１Ｂに、スポット溶接継手の重ね合せ面に垂直なナゲット断面の腐食組織
を示す。図１Ａは、ＣＴＳが高い、図３に示す通電パターンによってスポット溶接された
スポット溶接継手の断面を示し、図１Ｂは、通常の１段溶接継手によって得られる標準的
なＣＴＳを有する、１段溶接継手の断面マクロ組織を示す。
【００２８】
　ナゲット断面の腐食組織の調査によれば、図１Ａに示されるＣＴＳが向上したスポット
溶接継手において、ナゲットの中心部の組織と端部の組織とは、その構造が明確に異なっ
ていることが確認された。ナゲット端部の組織は、本通電後の電流値Ｉｓ及び通電時間ｔ

ｓで凝固した後、電流値Ｉｐ及び通電時間ｔｐでの後通電により加熱あるいは高温保持さ
れ、これにより改質された組織であると考えられる。ナゲット中心部の組織は、本通電後
の電流値Ｉｓ及び通電時間ｔｓで凝固せず、後通電終了時に溶融凝固したままの改質され
ていない組織であると考えられる。ここで、ナゲット端部だけが凝固するのは、通電時間
ｔｓの間に主にナゲット端部の熱がナゲット外部に移動するからである。ナゲット中心部
の熱は通電時間ｔｓの間に十分に外部に移動しないので、ナゲット中心部は通電時間ｔｓ

の間に凝固しない。
　１段溶接継手では、図１Ｂに示されるように、ナゲット中心部の組織とナゲット端部の
組織との間に相違が見られなかった。これは、電流値Ｉｗより小さい電流値Ｉｓ及び通電
時間ｔｓでの通電、および電流値Ｉｐ及び通電時間ｔｐでの後通電が行われなかったので
、全ての領域が凝固ままの金属組織となったからであると考えられる。
【００２９】
　ＣＴＳが高いスポット溶接継手にて、メタルフローを現出させることにより確認された
ナゲット端部の組織変化は、脆化元素の凝固偏析状態の変化を反映したものであると考え
られる。
【００３０】
　そこで、本発明者らは、サブミクロン領域での正確な定量分析が可能なＦＥ－ＥＰＭＡ
（「フィールド・エミッション電子銃を搭載した波長分散型サブミクロンＥＰＭＡの開発
」、まてりあ、社団法人日本金属学会、平成１９年２月、第４６巻第２号、ｐ．９０～９
２、参照）を用いて、偏析元素の濃度を解析した。
【００３１】
　図２Ａ及び図２Ｂ中、ナゲットの端部を含む領域ｙ（ナゲット内部領域、白色領域、ナ
ゲット端部、及び、熱影響部を含む領域）におけるＰ濃度（質量％）を、凝固偏析を検出
し易い以下の条件にてＦＥ－ＥＰＭＡで解析した。
　加速電圧：１５ｋＶ
　ビーム電流：０．５μＡ
　１ピクセル当たりのビーム滞在時間：６０ｍｓ
　ピクセル数：２５０×２５０
　視野：１μｍ×１μｍ
【００３２】
　なお、Ｐ濃度をより高精度で計測するために、より細い電子ビーム径で１μｍ×１μｍ
領域の内部を複数点測定し、この測定値を平均化してもよい。
　偏析元素のうち、Ｐ及びＳがスポット溶接継手の機械特性に悪影響を及ぼすことが知ら
れているが、本実施形態ではＰの偏析を分析した。一般に、高強度鋼板の分野では、Ｓに
比べてＰの含有量が多い鋼板が普及しているからである。しかしながら、Ｓの含有量がＰ
より多い材料では、Ｐの代わりにＳを評価することで同様にナゲットの金属組織の改質状
態を評価可能である。
【００３３】
　図４Ａ及び図４Ｂに、図２Ａ及び図２Ｂに示す領域ｙのＰ濃度（質量％）の分布を示す
。図４Ａ及び図４Ｂは、２５０μｍ×２５０μｍの視野でＰ濃度の分布を解析した結果の
画像を平行に６枚並べたものであり、ここでＰ濃度が高い部分は白色で表されている。図
４Ａは、図３に示す通電パターンによって得られたＣＴＳが高いスポット溶接継手の解析
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結果であり、図４Ｂは、１段溶接によるスポット溶接継手（１段溶接継手）の解析結果で
ある。図４Ａに示されるように、本実施形態に係るスポット溶接継手では、Ｐ濃度が高い
領域が板面に平行な方向に沿って延在している箇所がナゲット端部において確認されなか
った。図４Ｂに示される１段溶接継手では、Ｐ濃度が高い領域が板面に平行な方向に沿っ
て延在している箇所がナゲット端部において多く確認された。
【００３４】
　このように、通常のスポット溶接継手のナゲット端部では、板面に平行な方向に沿った
、数十μｍ以上の長さの線状のＰ凝固偏析が確認される。この線状の凝固偏析が、鋼板界
面からのき裂進展抵抗を低下させると考えられる。スポット溶接継手のＣＴＳを向上させ
るためには、Ｐ凝固偏析が、板面に平行な方向に沿って連続することがないようにする必
要がある。
【００３５】
　本発明者らは、ナゲット端部におけるＰの偏析の状態を評価するために、図４Ａ及び図
４Ｂに示す解析結果において、ナゲット端部から板面に平行な方向に１００μｍ内側の点
を中心とした、前記板面に垂直な１００μｍ×１００μｍの矩形平面領域にて、Ｐ濃度を
質量％で、板面に平行な方向及び板厚方向それぞれに沿って１μｍピッチで測定し、これ
により１００点×１００点の測定点それぞれにおけるＰ濃度測定値を求め、この１００点
×１００点の測定点のうち、重ねた板面に平行な方向に一列に並んだ隣り合う２０点の各
測定点におけるＰ濃度測定値の平均値を、前記板面に平行な方向及び前記板厚方向それぞ
れに沿って１点ずつずらしながら算出することを繰り返し、これにより８１×１００個の
、隣り合う２０点の測定点における測定値の平均値を算出し、これら平均値を、上述の矩
形平面領域の平均Ｐ濃度の２倍の値と比較した。矩形平面領域の平均Ｐ濃度値は、１００
点×１００点の測定点それぞれにおけるＰ濃度測定値の平均値とした。
【００３６】
　ナゲット端部から板面に平行な方向に１００μｍ内側の点を中心とした、前記板面に垂
直な１００μｍ×１００μｍの矩形平面領域のみを評価したのは、以下の理由による。Ｃ
ＴＳを測定する十字引張試験においては、ナゲット端部及びその周辺に存在する安定き裂
成長領域が荷重を担うので、ナゲット端部及びその周辺を含む広い領域での改質がＣＴＳ
の向上のために有効である。本実施形態に係るスポット溶接継手は、そのような広い領域
にわたって改質されている。しかしながら、板厚又は鋼種により、安定き裂成長領域の幅
は異なり、さらに、ナゲットの最端部に平滑凝固組織が現れる可能性もある。ここで、平
滑凝固組織とは、固液界面にてデンドライト成長が生じることなく溶融金属が凝固するこ
とにより形成された組織のことを指す。従って、剥離負荷が集中し、且つデンドライト凝
固していると考えられる当領域が、安定き裂成長領域における改質を鋼種又は板厚によら
ず評価するのに好ましい。
【００３７】
　偏析の、板面に平行な方向の連なりを表すために、図５及び図６に示すように、板面に
平行な方向に一列に並んだ各測定点のＰ濃度の平均を取る必要がある。点状の偏析が存在
した場合、Ｐ濃度が高い測定点が濃度測定にて確認されるが、板面に平行な方向に一列に
並んだ複数の測定点でのＰ濃度の平均値は低くなる。板面に平行な方向に沿った線状の偏
析が存在した場合、板面に平行な方向に一列に並んだ複数の測定点でのＰ濃度の平均値は
高くなる。従って、板面に平行な方向に一列に並んだ各測定点のＰ濃度の平均値を求める
ことにより、ＣＴＳに影響する線状の偏析のみを検出することができる。
　ここで、平均を取る区間の長さが短すぎる場合、線状の偏析と点状の偏析とを同様にカ
ウントすることになってしまい、線状の偏析のみを検出することができない。平均を取る
区間の長さが長すぎる場合、区間長さに対して短いがＣＴＳに影響を与える程度の長さを
有する線状の偏析が十分に検出できない。一般的に、線状の偏析の長さが２０μｍを越え
ると、ＣＴＳに影響を与えるので、平均を取る長さは２０μｍが望ましいと判断した。
【００３８】
　また、Ｐ濃度平均値の比較対象を、供したナゲット内の平均Ｐ濃度の２倍の値とした理
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由は、偏析が存在しない母材においても、場所によって、Ｐ濃度はプラスマイナス５０％
程度のばらつきがあるからである。Ｐ濃度平均値の上昇が、凝固時の偏析による濃度上昇
であると判断するためには、Ｐ濃度平均値の比較対象をナゲット内の平均Ｐ濃度の２倍と
する必要がある。
【００３９】
　このようにして求められた、板面に平行な方向に一列に並んだ隣り合う２０個の測定点
の平均値８１００個の内、１００点×１００点の測定点それぞれにおける前記Ｐ濃度測定
値全ての平均値の２倍を超える平均値が１００個以下であると、ＣＴＳが極めて高いこと
が見いだされた。この場合、図２Ａのｘ領域では、Ｐの偏析が緩和されて、破壊の起点と
なる鋼板圧接部とナゲットとの交点近傍、及び、その内部領域の靭性が良好に維持されて
いると考えられる。
【００４０】
　本通電後に後通電を行うことにより、ナゲットの端部の領域で偏析が改善される場合が
あるのは、次の理由によるものと考えられる。
【００４１】
　本通電によって形成されたナゲットは、電流を下げるとナゲット端部から凝固する。そ
の際、Ｐなどの脆化元素は、ナゲットの凝固時にデンドライトの境界に偏析する。１段通
電スポット溶接の場合、または２段通電を行うが、本通電と後通電との間にナゲットを凝
固させるための時間が存在しない場合、偏析した脆化元素は最終組織まで残存し、ナゲッ
トの脆化の原因となる。
【００４２】
　本実施形態では、ナゲット及びその周辺の組織は、本通電終了後、通電時間ｔｓが経過
した後に、後通電により加熱されるが、その際、後通電の条件によって、線状に偏析した
Ｐは、拡散により均質化されるか、あるいは逆変態により生成した微細結晶粒の粒界に再
偏析することで、濃度が低下するか又は分断されると推測される。
【００４３】
　後通電による温度上昇が低い場合、又は後通電による加熱時間が短い場合には、偏析し
たＰの拡散又は偏析したＰの微細結晶粒界への再偏析は十分に起こらない。また、後通電
による温度上昇が高い場合、又は後通電による加熱時間が長い場合は、ナゲット中心の溶
融部の体積が大きくなって、凝固したナゲット端部が再溶融するので、ナゲット端部は後
通電終了後に通常の凝固まま組織となり、凝固偏析が残ることになる。
【００４４】
　本実施形態に係るスポット溶接継手のナゲット径は、引張強度７５０～２５００ＭＰａ
の鋼板のスポット溶接継手に実用上必要な強度を考慮すれば、スポット溶接される鋼板の
平均板厚ｈに対して、３×ｈ１／２～７×ｈ１／２ｍｍの範囲である。ナゲット径が電極
先端径を超えるとスポット溶接の際にチリが発生しやすくなるので、ナゲット径は電極先
端径以下にすることが好ましい。
【００４５】
　（鋼板の引張強度）
　一般に、鋼板の引張強度が増加するほど、スポット溶接継手に作用する荷重が大きくな
り、また、溶接部における応力集中も高まることから、スポット溶接継手には高い継手強
度が必要とされる。
【００４６】
　通常、鋼板の引張強度が７５０ＭＰａを超えると、鋼板の引張強度がそれ以上増加して
もＣＴＳは増加しないか、逆に、ＣＴＳの値は減少する。しかしながら、本実施形態に係
るスポット溶接継手は、Ｐの偏析が緩和されるので、引張強度が７５０ＭＰａ以上である
鋼板からなる場合であっても、良好なＣＴＳを維持することができる。
【００４７】
　鋼板の引張強度の上限は特に定めないが、高いと、（ｉ）スポット溶接継手強度の低下
又はばらつきの抑制が困難となり、また、（ｉｉ）ナゲット内での欠陥又は割れの抑制も
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困難となる。従って、鋼板の引張強度は２５００ＭＰａ以下が好ましい。
　それ故、本実施形態に係るスポット溶接継手は、引張強度７５０～２５００ＭＰａの鋼
板のスポット溶接に関して好ましい。
【００４８】
　（鋼板の成分組成）
　本実施形態に係るスポット溶接継手で対象とする鋼板の成分組成は、特に限定されるも
のでない。鋼板材として、公知のホットスタンプ材若しくは超ハイテンなどの冷延材又は
熱延材を使用し得るが、具体的には、次の成分組成を有する鋼板が好ましい。
【００４９】
　例えば、質量％で、Ｃ：０．０８～０．４０％、Ｓｉ：０．０１～２．５０％、Ｍｎ：
０．８～３．０％、Ｐ：０．０５％以下、Ｓ：０．０１％以下、Ｎ：０．０１％以下、Ｏ
：０．００７％以下、Ａｌ：１．００％以下であり、残部がＦｅ及び不純物からなる鋼板
を基本とし、さらに、下記の（ａ）～（ｃ）の群から選択される元素を必要に応じて含有
する鋼板が、本実施形態に係るスポット溶接継手の製造のために好ましい。
【００５０】
　（ａ）Ｔｉ：０．００５～０．１０％、Ｎｂ：０．００５～０．１０％、及び、Ｖ：０
．００５～０．１０％の１種又は２種以上
　（ｂ）Ｂ：０．０００１～０．０１％、Ｃｒ：０．０１～２．０％、Ｎｉ：０．０１～
２．０％、Ｃｕ：０．０１～２．０％、Ｍｏ：０．０１～０．８％から選択される１種又
は２種以上
　（ｃ）Ｃａ、Ｃｅ、Ｍｇ、及び、ＲＥＭの１種以上を合計で、０．０００１～０．５％
【００５１】
　なお、特にＰ、及びＳはデンドライト中に偏析してＣＴＳを低下させるので、高いＣＴ
Ｓを求める場合は、これらの元素の含有量をより少なくすることが望ましい。
【００５２】
　成分組成の限定理由について説明する。なお、％は質量％を意味する。
【００５３】
　Ｃ：０．０８～０．４０％
　Ｃは、鋼の引張強度を高める元素である。Ｃ含有量が多いと、ナゲット中のＣ含有量も
多くなり、最終的な組織が硬くなり易い。Ｃ含有量が０．０８％未満であると、７５０Ｍ
Ｐａ以上の引張強度を得難く、ナゲットの硬さも低いので、ＴＳＳが低くなってしまう場
合がある。一方、Ｃ含有量が０．４０％を超えると、加工性が低下し、ナゲットが硬くな
りすぎて脆化してしまう場合がある。以上の理由により、Ｃ含有量は、０．０８～０．４
０％が好ましい。Ｃ含有量は、より好ましくは０．１０～０．３１％である。
【００５４】
　Ｓｉ：０．０１～２．５０％
　Ｓｉは、固溶強化及び組織強化によって鋼の強度を高める元素である。Ｓｉ含有量が２
．５０％を超えると、鋼の加工性が低下する場合がある。一方、Ｓｉ含有量を０．０１％
未満に低減させることは工業的に困難である。以上の理由により、Ｓｉ含有量は、０．０
１～２．５０％が好ましい。Ｓｉ含有量は、より好ましくは０．０５～１．２０％である
。
【００５５】
　Ｍｎ：０．８～３．０％
　Ｍｎは、鋼の焼入れ性を高める元素である。Ｍｎ含有量が３．０％を超えると、鋼の成
形性が低下する場合がある。一方、Ｍｎ含有量が０．８％未満であると、７５０ＭＰａ以
上の引張強度を得るのが難しい場合がある。以上の理由により、Ｍｎ含有量は、０．８～
３．０％が好ましい。Ｍｎ含有量は、より好ましくは１．０～２．５％である。
【００５６】
　Ｐ：０．０５％以下
　Ｐは、偏析してスポット溶接継手を脆化させる元素である。Ｐ含有量が０．０５％を超
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えると、Ｐの偏析を緩和しても、充分なＣＴＳを得ることができない場合がある。なお、
Ｐは少ないほど好ましいが、Ｐ含有量を０．００１％未満に低減するのは工業的に難しい
ので、０．００１％が実質的なＰ含有量下限である。Ｐ含有量は、より好ましくは０．０
３％以下である。
【００５７】
　Ｓ：０．０１％以下
　Ｓは、偏析してスポット溶接継手を脆化させる元素であり、また、粗大なＭｎＳを形成
して鋼の加工性を劣化させる元素である。Ｓ含有量が０．０１％を超えると、鋼の加工性
が低下するとともに、ナゲット内部での割れが生じ易く、充分なＣＴＳを得ることが難し
い場合がある。なお、Ｓは少ないほど好ましいが、Ｓ含有量を０．０００１％未満に低減
すると、製造コストが上昇するので、０．０００１％がＳ含有量の実質的な下限である。
Ｓ含有量は、より好ましくは０．００６％以下である。
【００５８】
　Ｎ：０．０１％以下
　Ｎは、粗大な窒化物を形成して成形性を劣化させる元素であり、また、溶接時のブロー
ホールの発生原因となる元素である。Ｎ含有量が０．０１％を超えると、成形性の劣化、
及び、ブローホールの発生が顕著となる場合がある。なお、Ｎは少ないほど好ましいが、
Ｎ含有量を０．０００５％未満に低減すると、製造コストが上昇するので、０．０００５
％がＮ含有量の実質的な下限である。Ｎ含有量は、より好ましくは０．００７％以下であ
る。
【００５９】
　Ｏ：０．００７％以下
　Ｏは、酸化物を形成し、鋼の成形性を劣化させる元素である。Ｏ含有量が０．００７％
を超えると、成形性の劣化が顕著となる場合がある。なお、Ｏは少ないほど好ましいが、
Ｏ含有量を０．０００５％未満に低減すると、製造コストが上昇するので、０．０００５
％がＯ含有量の実質的な下限である。Ｏ含有量は、より好ましくは０．００５％以下であ
る。
【００６０】
　Ａｌ：１．００％以下
　Ａｌは、脱酸元素であるとともに、フェライトを安定化させ、セメンタイトの析出を抑
制する元素である。Ａｌ含有量が１．００％を超えると、介在物が増加し、成形性が低下
する場合がある。Ａｌ含有量の下限を規定する必要はないが、Ａｌを過度に減少させるこ
とは製錬コストの面から現実的ではないので、Ａｌ含有量の下限を０．００１％とする。
【００６１】
　（ａ）Ｔｉ：０．００５～０．１０％、Ｎｂ：０．００５～０．１０％、及び、Ｖ：０
．００５～０．１０％の１種又は２種以上
　Ｔｉ、Ｎｂ、及び、Ｖは、析出強化、フェライト結晶粒の成長抑制による細粒強化、及
び、再結晶の抑制による転位強化により、鋼を強化する元素である。いずれの元素も、そ
の含有量が０．００５％未満であると、含有効果が充分でなく、０．１０％を超えると、
鋼の成形性が劣化する。Ｔｉ、Ｎｂ、及び、Ｖそれぞれの含有量は、より好ましくは０．
０１％～０．０８％である。
【００６２】
　（ｂ）Ｂ：０．０００１～０．０１％、Ｃｒ：０．０１～２．０％、Ｎｉ：０．０１～
２．０％、Ｃｕ：０．０１～２．０％、Ｍｏ：０．０１～０．８％から選択される１種又
は２種以上
　Ｂは、組織を制御して鋼を強化する元素である。Ｂ含有量が０．０００１％未満である
と、強度が充分に向上しない。Ｂ含有量が０．０１％を超えると、含有効果が飽和する。
Ｃｒ、Ｎｉ、Ｃｕ、及び、Ｍｏは、鋼の強度の向上に寄与する元素である。いずれの元素
も、その含有量が０．０１％未満であると、含有効果が充分でなく、２．０％を超えると
、酸洗時又は熱延時に、クラック発生などの支障が起きる。Ｂの含有量は、より好ましく
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は０．０００３％～０．０８％であり、Ｃｒ、Ｎｉ，及び、Ｃｕそれぞれの含有量は、よ
り好ましくは０．０２％～１．０％であり、Ｍｏの含有量は、より好ましくは０．０１５
％～０．６％である。
【００６３】
　（ｃ）Ｃａ、Ｃｅ、Ｍｇ、及び、ＲＥＭの１種以上を、合計で０．０００１～０．５％
　Ｃａ、Ｃｅ、Ｍｇ、及び、ＲＥＭは、脱酸後の酸化物の寸法や、熱延鋼板中の硫化物の
寸法を縮小して、成形性を高める元素である。これら元素の含有量が合計で０．０００１
％未満であると、含有効果が小さく、合計で０．５％を超えると、鋼の成形性が低下する
。なお、ＲＥＭは、ランタノイド系列の元素であり、ＲＥＭ及びＣａは、製鋼段階にて、
ミッシュメタルの形態で含有させる。Ｃａ、Ｃｅ、Ｍｇ、及び、ＲＥＭの含有量の合計は
、より好ましくは０．０００２％～０．３％である。
【００６４】
　（スポット溶接継手の製造方法）
　上述したように、スポット溶接継手のナゲット端部を後通電によって改質することによ
り、上に記載したＰ濃度分布を有する、本実施形態に係るスポット溶接継手を得ることが
できる。本実施形態に係るスポット溶接継手が形成される製造条件は、基本的には、図３
に示す通電パターンに従う。
【００６５】
　図３に示す通電パターンに従って通電した場合、本通電後に、ナゲット端部を凝固させ
て、その後に、凝固した端部が再溶融しない範囲で、ナゲットを再加熱あるいは高温保持
するような温度履歴が想定される。ナゲット端部を凝固させる際は、ナゲット端部を特に
急冷しなければならない理由はないので、入熱が十分低くなるように電流値を下げればよ
いと考えられる。
【００６６】
　ただし、ナゲット端部を凝固させる時間が長くなると、あるいは、下げた電流値におけ
る定常状態のナゲットが大きいと、端部からの凝固域が狭くなるので、電流値は低い方が
望ましい。
【００６７】
　本実施形態に係るスポット溶接継手は、具体的には、以下の手順によって得られる。以
降、電流値の単位はｋＡ、時間の単位はｍｓｅｃとする。
【００６８】
　重ね合わせられた鋼板（平均板厚ｈ［ｍｍ］）に対して通常の１段通電スポット溶接を
行った場合に所定のナゲット径α×ｈ１／２［ｍｍ］が得られる電流値Ｉｗ及び通電時間
ｔｗを、実験的に求める。一般にナゲット形状は略円形であるが、ナゲット形状が略円形
でない場合は、ナゲットと同じ面積である円を仮定し、その円の径を所定のナゲット径α
×ｈ１／２［ｍｍ］とする。続いて、以下に示す工程によってスポット溶接継手を作成す
る。
【００６９】
（本通電工程）
　まず、通常の溶接通電を電流値Ｉｗ及び通電時間ｔｗにて行う。溶接通電時の加圧力は
、平均板厚ｈに対して、１９６０×ｈ～３９２０×ｈ［Ｎ］を目安とする。
（凝固工程）
　通常の溶接通電の後に、加圧したまま、式（１）を満たす電流値ＩＳ及び式（２）を満
たす通電時間ｔＳにて通電を保持する。
　　０≦ＩＳ≦（１／２）１／２×Ｉｗ……（１）
　　α２×｛２×（ＩＳ

２／Ｉｗ
２）＋１｝×ｈ≦ｔｓ≦３×α２×｛２×（ＩＳ

２／Ｉ

ｗ
２）＋１｝×ｈ　……（２）

　これにより、溶接部への入熱を減じ、ナゲット端部を凝固させる。
（後通電工程）
　凝固工程の後に、式（３）を満たす電流値ＩＰ及び式（４）を満たす通電時間ｔＰにて
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通電を保持し、これにより、凝固したナゲット端部を加熱又は高温保持する。
　　Ｉｐ＞０．８×Ｉｗ……（３）
　　Ｉｐ

２×ｔｐ≦Ｉｗ
２×ｔｗ……（４）

【００７０】
　後通電工程にてナゲット端部を加熱又は高温保持するための電流値ＩＰは、凝固工程に
てナゲット端部を凝固させるための電流値ＩＳよりも大きくする必要がある。後通電工程
にて低い電流での通電を行った場合には、発熱よりも電極又は板への抜熱が支配的となり
、ナゲット端部で凝固偏析したＰを拡散させるために必要な熱が十分に得られないので、
Ｐの拡散に時間がかかり実用性に欠ける。
【００７１】
　後通電工程にて高電流及び長時間の通電を行った場合、再溶融が生じるので、端部の改
質が起こらない。
　後工程では、１種類の電流値及び通電時間が規定されているが、再溶融が生じないので
あれば、後通電のパターンは複雑でも良い。この場合、電流値は、各工程における平均電
流値（実効値）が上述の式（３）及び（４）を満たすように決定することが好ましい。接
合部が溶融する本通電工程・ナゲット端部が凝固する凝固工程・ナゲット端部が加熱又は
高温保持される後通電工程のそれぞれにおいて複雑な電流パターンを用いる場合は、その
パターンに対しての実効値を用いて電流値を決定することが好ましい。
【００７２】
　次いで、上述の工程によって得られたスポット溶接継手における、ナゲット端部のＰの
偏析状態を評価する。評価は、ナゲットの端部から板面に平行な方向に１００μｍ内側の
点を中心とした、板面に垂直な１００μｍ×１００μｍの矩形平面領域にて、Ｐ濃度を質
量％で、板面に平行な方向及び板面に垂直な方向それぞれに沿って１μｍピッチで測定し
、これにより１００点×１００点の測定点それぞれにおけるＰ濃度測定値を求め１００点
×１００点の測定点のうち、重ねた板面に平行な方向に一列に並んだ隣り合う２０点の各
測定点におけるＰ濃度測定値の平均値を、前記板面に平行な方向及び前記板面に垂直な方
向それぞれに沿って１点ずつずらしながら算出することを繰り返し、これにより８１×１
００個の、前記隣り合う２０点の前記測定点における前記測定値の平均値を求め、その求
められた平均値の内、ナゲット内の平均Ｐ濃度（質量％）の２倍を超える平均値の個数が
１００以下であるか否かを判定することにより行う。ナゲット内の平均Ｐ濃度（質量％）
の２倍を超える平均値の個数が１００以下であれば、Ｐの偏析が緩和されている本実施形
態に係るスポット溶接継手が得られたと判断できる。このスポット溶接継手を得た通電条
件に基づいてスポット溶接を行えば、このスポット溶接継手を得た鋼板を用いて、本実施
形態に係るスポット溶接継手を得ることができる。
【００７３】
　上述の条件を満たして製造がおこなわれても、Ｐの偏析が緩和されない場合があり得る
。この場合、後通電工程時の電流値が足りないことによりナゲット端部の改質が十分に行
われていないか、又は後通電工程時の電流値が大きすぎることによりナゲット端部の凝固
域が再溶融してしまい、ナゲット端部の改質が行われていないと考えられる。この場合、
ナゲット断面のメタルフローを観察し、観察結果に基づいて通電条件を変更し、製造工程
を最適化する。
　Ｐの偏析が緩和されていないが、断面のメタルフロー観察により、ナゲットの中心部の
組織と端部の組織とが明確に異なっていることが確認できる場合は、ナゲット端部の改質
が行われているが不十分であると考えられる。この原因としては、後通電工程時の入熱量
が足りないこと、あるいは本通電工程と後通電工程との間の凝固時間が長すぎてナゲット
温度が下がってしまうことが考えられる。いずれの場合であっても、入熱量が、ナゲット
を有効に熱処理することができる温度までナゲットを昇温させるために必要な熱量に対し
て不足するからである。従って、Ｉｐ若しくはｔｐを増やすか、又はｔｓを減らすことで
、偏析が緩和される条件に近づく。Ｉｐ若しくはｔｐを増やすのは、入熱量を増やすため
であり、ｔｓを減らすのは、後通電工程時に熱処理すべき凝固領域を減らすため、及び、
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ナゲット端部がより高温な状態で入熱して、熱処理が効果的に行われる温度までナゲット
を容易に昇温させるためである。
【００７４】
　Ｐの偏析が緩和されておらず、さらに断面のメタルフロー観察により、ナゲットの中心
部の組織と端部の組織とが明確に異なっていることが確認できなければ、ナゲット端部の
凝固域が再溶融してしまっていると考えられる。これは、後通電工程時の入熱量が大きす
ぎることに起因するので、Ｉｐ若しくはｔｐを減らすか、又はｔｓを増やすことで、偏析
が緩和される条件に近づく。Ｉｐ又はｔｐを減らすのは、入熱量を減らすためであり、ｔ

ｓを増やすのは、後通電開始前にナゲットから外部への放熱量を増加させ、後通電による
入熱の効果を減らすためである。このような、通電条件の変更と断面のメタルフロー観察
とを繰り返し、製造工程を最適化することにより、本実施形態に係るスポット溶接継手を
得ることができる。このスポット溶接継手を得た通電条件に基づいてスポット溶接を行え
ば、このスポット溶接継手を得た鋼板を用いて、本実施形態に係るスポット溶接継手を得
ることができる。
　推奨条件に基づいた溶接を行ってもＰの偏析が低減しない場合の、製造工程の最適化に
おいては、式（１）～式（４）を満たす必要はない。
【実施例】
【００７５】
　次に、本発明の実施例について説明する。実施例での製造条件は、本発明の実施可能性
及び効果を確認するために採用した一条件例であり、本発明は、この一条件例に限定され
るものではない。本発明は、本発明の要旨を逸脱せず、本発明の目的を達成する限りにお
いて、種々の条件を採用し得るものである。
【００７６】
　（実施例１）
　表１に示す鋼板Ａ～Ｄを準備し、同鋼種の鋼板を重ね合わせ、サーボガンタイプの溶接
機を用いてこれにスポット溶接を行って、スポット溶接継手の試験片を作製した。その際
、本通電の条件、及び、加圧してから通電するまでの時間（スクイズ時間）と後通電後の
加圧の保持時間とは、各鋼種の組み合わせにおいて一定とした。
　鋼板Ａ～ＣはＣ含有量が０．２１質量％かつＣｅｑが０．３４％であり、鋼板ＤはＣ含
有量が０．１９質量％かつＣｅｑが０．３２％であった。Ｃｅｑとは炭素当量のことであ
り、以下の式によって求められる。
　Ｃｅｑ＝［Ｃ］＋［Ｓｉ］／３０＋［Ｍｎ］／２０＋２×［Ｐ］＋４×［Ｓ］
　表中、「－」と示した箇所は、通電を行っていないことを示す。
【００７７】
【表１】

【００７８】
　なお、スポット溶接の前に予備実験を行っておき、この予備実験の結果に基づいて、ス
ポット溶接の際の本通電量を、ナゲット径が１枚の鋼板の板厚の平方根の４．５～５倍と
なる値（４．５×ｔ１／２～５×ｔ１／２）に設定し、後通電を変えた条件にて溶接を施
した。
【００７９】
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　そして、条件毎に、ナゲットの断面分析と十字引張強さ（ＣＴＳ）の測定とを行った。
各鋼板の組み合わせにおいて、本発明における偏析緩和を満たすか否かと、ＣＴＳとを評
価した結果を表２に示す。なお、表２に示されたＣＴＳ向上率とは、本通電だけを行った
スポット溶接継手（Ａ－６、Ｂ－４、Ｃ－４、Ｄ－５）のＣＴＳに対するＣＴＳ増減量の
割合を意味する。また、偏析低減が行われているかどうかは、ナゲット端部から板面に平
行な方向に１００μｍ内側の点を中心とした、前記板面に垂直な１００μｍ×１００μｍ
の矩形平面領域にて、Ｐ濃度を質量％で、板面に平行な方向及び板厚方向それぞれに沿っ
て１μｍピッチで測定し、これにより１００点×１００点の測定点それぞれにおけるＰ濃
度測定値を求め、この１００点×１００点の測定点のうち、重ねた板面に平行な方向に一
列に並んだ隣り合う２０点の各測定点におけるＰ濃度測定値の平均値を、前記板面に平行
な方向及び前記板厚方向それぞれに沿って１点ずつずらしながら算出することを繰り返し
、これにより８１×１００個の、隣り合う２０点の測定点における測定値の平均値を算出
し、これら平均値のうち、１００点×１００点の測定点それぞれにおけるＰ濃度の測定値
全ての平均値（平均Ｐ濃度）の２倍を超える平均値の個数が０個以上１００個以下である
かどうかを基準に判断し、平均Ｐ濃度を超える平均値が０個以上１００個以下である試料
には、偏析低減が行われているとして、記号「Ｇ」（Ｇｏｏｄ）を付した。平均Ｐ濃度を
超える平均値が１００個以上である試料は、記号「Ｂ」（Ｂａｄ）を付した。
【００８０】
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【表２】

【００８１】
　表２に示すように、Ｐの偏析状態が本発明の基準を満たしている発明例では、同じ板組
かつ同じナゲット径にもかかわらず、ＣＴＳの値が高く信頼性の高いスポット溶接継手が
得られている。一方、本発明の基準を満たしていないので、ＣＴＳの値が低いスポット溶
接継手となっている。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　前述したように、本発明によれば、破断形態が良好で、信頼性の高いスポット溶接継手
を提供することができる。よって、本発明は、産業上の利用可能性が高いものである。
【符号の説明】
【００８３】
　１　　　１００点×１００点の測定点
　２　　　８１×１００個の平均値
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